








  【みのかも定住自立圏の形成について】

  【みのかも定住自立圏第４次共生ビジョンの策定について】

美濃加茂市と加茂郡（坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、

東白川村）は、古くから人や物の交流が盛んで、生活圏や文化圏、豊かな自然

を分かち合いながら、強い結びつきを築いてきました。この地域を一つの「圏

域」としてとらえ、お互いに連携、協力することで、それぞれの市町村がもつ

「強み」を活かし、「弱み」を補い合いながら、圏域全体を活性化させ、人口

定住を図るため、みのかも定住自立圏を形成しています。

共生ビジョンとは、中・⾧期的な視点から、みのかも定住自立圏がめざす将

来像を定めるとともに、その実現のために必要な具体的取組を示すものです。

みのかも定住自立圏では、平成22年にみのかも定住自立圏（第１次）共生

ビジョンを策定し、社会情勢の変化や地域課題に対応するため、みのかも定住

自立圏第３次共生ビジョンまで、毎年度計画を見直しながら、取組を推進して

きました。

その間、人口減少、少子高齢化の加速、自然災害の増加など、地域社会が抱

える課題は複雑化、多様化しており、一つの自治体だけで対応、解決していく

ことは、これからますます難しくなることが予想されます。圏域全体のさらな

る活性化を図り、将来像実現に向けた取組を推進していくため、「みのかも定

住自立圏第４次共生ビジョン」を策定します。

このビジョンの期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とし、毎年

度、所要の見直しを行います。
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美濃加茂市

坂祝町

川辺町

七宗町

富加町

白川町

東白川村

八百津町

名古屋市

岐阜県

愛知県

≪みのかも定住自立圏の圏域≫
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 堂上蜂屋柿、山之上の梨、御代櫻（日本酒）

 おん祭MINOKAMO、みのかも市民まつり、みのかもハーフマラソン大会

 製造業（生産用機械器具、鉄鋼業、食料品）

 中山道太田宿、リバーポートパーク美濃加茂、ぎふ清流里山公園、古井の天狗山
 ヤマザキマザック工作機械博物館

人口 56,689人（令和2年国勢調査）

面積 74.81km²

美濃加茂市は岐阜県中南部に位置し、自然と歴史が調和した地域です。北部は飛騨地方につなが

る山々に囲まれ、ホタルの乱舞や田園風景など、四季折々の自然を見ることができます。南部には

なだらかで肥沃な土地が広がり、中部の丘陵地では梨や柿をはじめとする果物栽培が盛んです。特

に約1000年の歴史を持つ「堂上蜂屋柿」は、その歴史的価値と品質から、国内外で高い評価を受け

ています。

また、工作機械、食品、電子部品などの大型工場が集積し、岐阜県内でも上位の製造品出荷額を

誇ります。江戸時代には、中山道51番目の宿場町「太田宿」として栄え、その面影を感じる町並み

が残っています。東海環状自動車道、国道21号・41号、JR高山本線、太多線、⾧良川鉄道などが

通り、人々が行き交う交通の拠点になっています。

 ６



 トマト、日本瓦、入浴剤

 さかほぎ町民まつり

 製造業（輸送用機械、一般機械）

   猿ばみ城展望台、日本ラインロマンチック街道＆行幸公園、八幡池、木曽川の森散策路

人口 8,071人（令和2年国勢調査）

面積 12.87km²

坂祝町は、加茂郡の西南、岐阜県の中南部に位置し、中央部を郷部山丘陵が占め、それを取り

囲むように平野部が広がっています。交通では、町の南部を県道207号とJR高山本線が木曽川に

沿って東西を貫いています。

各務原市から国道21号が通り、北部の国道248号につながっています。西部には県道346号、

県道367号が通っています。 本町の中央南部は、JR高山本線坂祝駅周辺になり、町役場などが

立地しています。東部は、工場が複数立地し工業地域となっています。北部は、平坦地に農地が

広がっています。西部は、本町のシンボルである猿ばみ城跡を有する森林地域となっており、麓

には農地や住宅地が広がっています。南部を流れる名勝木曽川は、飛騨木曽川国定公園に指定さ

れ、「日本ライン」と呼ばれています。

 7



 黒米、いちご、かぼちゃ

 富加町民まつり、トミカ駅前夏まつり

 製造業（金属製品・生産用機械器具）、農業

 道の駅「半布里の郷とみか」、国史跡「夕田墳墓群」、白華山清水寺
 松井屋酒造場資料館、富加町郷土資料館

人口 5,626人（令和2年国勢調査）

面積 16.82km²

富加町は、美濃加茂市の西に隣接し、田園風景が広がる豊かな自然と歴史が息づくまちです。

面積約16㎢の小さな町ながら、津保川・川浦川の清流や緑あふれる里山に囲まれ、貴重な古墳や

城などの歴史資源が残され文化的な魅力も豊富です。古くは農業の町でしたが、近年は製造業を

中心とした産業も根づいており地域経済を支えています。地元産のいちご・かぼちゃ・黒米を

使って町の顔となるような特産品開発を進めています。アクセスには、東海環状自動車道・国道

418号・⾧良川鉄道があり、近隣市町への通勤にも便利な立地で近年では人口の緩やかな増加が

みられます。「仕事」にも「子育て」にも「田舎暮らし」にもちょうどいいことから

「JUSTomika Life」をキャッチフレーズに、安心して暮らせるまちづくりや子育て支援に力を

入れています。
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 遠見山（岐阜のグランドキャニオン）、米田富士、八坂山
 岐阜県川辺漕艇場、川辺湖岸遊歩道

人口 9,860人（令和2年国勢調査）

面積 41.16km²

川辺町は町域の約7割を山林が占め、中央を飛騨川が南北に流れる「山と川の町」です。ダム

湖周辺の整備により、散策道や公園では多くの人々が余暇を楽しんでいます。ダム湖はボート競

技に適した自然条件を備え、全国の愛好家に知られています。町内には由緒ある神社や古代文化

を伝える史跡も多く、これらと地域・川を有機的に結び、来訪者が一日楽しめる場の提供を目指

しています。近年人気の低山登山も取り入れ、自然と文化を満喫できる観光を推進しています。
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 有平巻、朴葉寿司、天然鮎

 祭場（夏）、ふる里まつり（秋）

 製材業、建設業

 神渕神社、納古山、飛水峡、空ふさがり

人口 3,402人（令和2年国勢調査）

面積 90.47km²

七宗町は岐阜県の中南部に位置し、町域の約91％を山林が占め、平地は極めて少なく、町内を

流れる飛騨川・神渕川及びこれらの支流の渓谷沿いに農地や宅地が点在する状況となっています。

飛騨川の河床からは20億年前の上麻生礫岩が発見され、岩盤を含んだ土地であることから地盤が

強いといった特徴があります。また、製造業において最微細切削加工を得意とする企業が七宗工

場から国内外へ輸出し、世界の半導体製品生産を支える事業者も活躍しています。神渕神社には、

国指定天然記念物の樹齢850年以上の大杉があり、御神木の名にふさわしい立派な姿は見物であ

ります。創業90年余りの歴史がある七宗町のお菓子である有平巻は、町内の職人さんによって一

つ一つ手作りされた、くせになる食感や味わいを楽しむことができます。
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 八百津せんべい、栗きんとん、地酒

 蘇水峡川まつり花火大会、八百津町産業文化祭、やおつストリートフェスティバル

 卸売・小売・飲食・宿泊業、製造業、建設業

 杉原千畝記念館、ハヤブサ・ミュージアム、岐阜バンジー、五宝滝、めい想の森

人口 10,195人（令和2年国勢調査）

面積 128.79km²

八百津町は、岐阜県の東南部に位置し、北に飛騨川、南に木曽川が流れています。西部は海抜

120ｍ前後の河岸段丘上に農用地、東部は森林がほとんどを占め海抜500ｍから600ｍの高原と

いった清流と豊かな自然が広がり、国道418号沿いを中心に商業・住宅地、山間部の集落、工業

団地が形成されてきました。縄文時代の遺跡・土器が発見された他、中世、近世の貴重な仏像等

が現存しており、また、江戸時代には木曽川の要衝として錦織材木奉行所が設置され、舟運によ

り栄えた歴史を有しています。蘇水峡や五宝滝、八百津せんべいや栗きんとん、人道の丘「杉原

千畝記念館」、八百津だんじり祭り、久田見糸切りからくり祭りなどの特色のある自然・製造・

歴史的、文化的施設など豊富な観光資源を有しています。
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 東濃ひのき、美濃白川茶、シイタケ、夏秋トマト

 美濃白川ふるさとまつり、水戸野しだれ桜ライトアップ、地歌舞伎公演（黒川・佐見）

 農林業

 白川の清流（白川・飛騨川）、パイプオルガン（白川町町民会館）、
 道の駅 美濃白川 ピアチェーレ、水戸野シダレザクラ、東座（あずまざ）

人口 7,412人（令和2年国勢調査）

面積 237.9km²

白川町は、県中南部の加茂郡北端に位置し、町域の約9割が森林に覆われる自然豊かな山間の

町です。特に東濃ヒノキの産地として全国的に高い評価を受けており、林業が町の重要な産業と

なっています。飛騨川や白川の清流ではアユ釣りや川遊びが楽しめ、四季折々の美しい風景が広

がります。農業も盛んで、お茶やシイタケ、夏秋トマトなどが特産品として知られ、近年では有

機農業も進んでいます。文化面では、白川町町民会館には本格的なパイプオルガンが設置され、

演奏会も開かれるなど音楽文化の発信拠点となっています。歴史ある祭りや地域行事も多く、伝

統を大切にしながら、近年は移住・定住促進に力を入れています。地域住民と移住者が共に支え

合う温かい暮らしが根付いています。JR高山本線の駅が2つ、国道41号も通り、名古屋方面への

アクセスも良好です。

 12



 東農ひのき・美濃白川茶・夏秋トマト

 つちのこフェスタ・秋フェスタ・お松さま祭り

 林業・農業（茶・トマト）・畜産

 つちのこ館・道の駅「茶の里東白川」・四つ割の南無阿弥陀仏碑

人口 2,016人（令和2年国勢調査）

面積 87.09km²

東白川村は岐阜県の東部に位置する、人口2,000人余りの小さな村です。美濃加茂市から北東

に45ｋｍ離れており、車で60分程度で移動できます。総面積の90パーセントを山林が占め、澄

んだ空気や清流「白川」に流れる水など自然資源に恵まれたこの土地で育った美濃白川茶や夏秋

トマト、東濃ひのきなどが特産品です。

明治初年、新政府による神仏分離令に端を発した廃仏毀釈の影響により、仏教建造物のほとん

どが破壊されました。以降、再建されなかったために全国でも珍しい「お寺のない村」という歴

史を持ち、毎年供養祭も執り行われます。

また、幻の生物「つちのこ」の目撃情報多発地域として、毎年5月3日に大捜索イベント「つち

のこフェスタ」が開催され、多くのお客様をお迎えして盛り上がっています。
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■圏域の現状を示すデータ

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（令和5年推計）」

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（令和5年推計）」

将来人口推計の推移（圏域全体）

将来人口推計の推移（市町村別）

令和2年（第３次共生ビジョン策定時）の圏域の人口は約10万３千人でした。令和２

年国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、令和32

年（2050年）には約８万２千人にまで減少すると想定されています。さらに、圏域の

将来人口推計の内訳をみると、すべての市町村で人口減少が見込まれています。
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年齢３区分別将来人口推計（割合）の推移

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（令和5年推計）」

出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（令和5年推計）」

0歳～14歳将来推計人口（割合）の推移

15歳～64歳将来推計人口（割合）の推移

年齢３区分別将来推計人口（割合）の推移をみると、年少人口（0歳～14歳）及び生

産年齢人口（15歳～64歳）の割合は減少傾向にある一方、老年人口（65歳以上）の割

合は増加しています。
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出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（令和5年推計）」

65歳以上将来人口推計（割合）の推移
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転入転出状況

転入状況

圏域合計 9,561人

264人

143人

165人

53人

294人

16人

53人

74人

82人

167人

82人
27人

52人

296人

319人

223人

347人

2,957人

328人

887人

1,961人

482人

206人

83人

84人

75人

53人

257人

204人

205人

294人

149人
297人

127人163人
104人

308人

274人324人

2,211人

624人

2,233人

175人

144人

116人

305人
242人

295人

東白川村

122人

白川町

382人

八百津町

545人

七宗町

161人

川辺町

889人

美濃加茂市

5,805人

坂祝町

1,074人

富加町

583人

白川町

666人

東白川村

212人

八百津町

740人

七宗町

394人

川辺町

906人

美濃加茂市

5,068人

坂祝町

842人

富加町

435人

転出状況

圏域合計 9,263人

出所:令和２年国勢調査

圏域全体としては転入超過になっていますが、各市町村でみると、美濃加茂市、坂祝町、

富加町は転入超過、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村は転出超過になっています。

圏内（圏域外）

定住圏域

県外

出所:令和２年国勢調査

圏内（圏域外）

定住圏域

県外
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第１次共生ビジョンでは、定住自立圏構想への参加を

求める加茂郡町村と順次協定を締結し、平成23年12月

には、１市７町村でみのかも定住自立圏を形成しました。

次の基本姿勢を基に、圏域の連携による効率化（主に

行政事務）や効果が高まる事業を展開しました。

基本姿勢１ 民間の意欲と発想を引き出し、新たな事業

モデルを創造します

基本姿勢２ 時代の変化をとらえた新しい公共のあり方を

示します

基本姿勢３ 目的や期待される効果を明確にした

分かりやすい計画とします

効 果

①行政事務の効率化につながった

②行政界を越えた住民の交流が生まれた

課 題

①広域行政的な事業が増加し、地域差のあ

る課題解決への町村の独自性が低下

②単なる財源として既存事業への充当

③自治体の距離等による構成町村による取

組への温度差

④事業への公平配分が困難

⑤中心市の事業に対する負担の増大

第1次の課題を受けて第２次では・・・
次の４つを重視し、基本方針を「都市圏とのつながり」

「新しい公共」「市町村提案事業」と定めて事業を展開し

ました。

【個】中心市と連携町村の１対１協定を重視

【色】特色・個性のある取組を生み地域の強みをいかす

【創】新たにチャレンジする事業を創造する

【集】人口定着と都市圏から人口流入を目指す

※名古屋圏でのイメージ「地域イメージの認知度が低い」

「知名度の高いイベントが少ない」⇒ 圏域の課題

基本方針１ 「都市圏とのつながり」により、新たな交流

をつくり、定住人口増加へつなげます

基本方針２ 民間の力による「新しい公共」を実現し、

いきいきと暮らせる地域を創造します

基本方針３ 中心市をはじめ近隣町村からの提案

事業に取り組みます

効 果

①各市町村が特色ある事業に取り組むことで

都市圏住民との交流人口を生み出せてい

る

②各市町村が主体的に事業に取り組めて

いる

③事業によっては、共通課題を抱える市町村

の効率的な連携ができた

④圏域外への波及を生み出した事業も見ら

れる

課 題

①連携市町村で取り組む事業に対する温度

差が生じている

②交流人口の増加を定住人口につなげていく

事業への成⾧が見えていない

③イベント事業が多く、外向きへの発信が主と

なり、圏域住民の関わりや認知度が低い

④民間主体で取り組む事業が、補助終了後

に継続していけるか目途が立っていない

第１次
共生ビジョン

平成22年度

～平成26年度

第２次
共生ビジョン

平成27年度

～令和２年度
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第2次の課題を受けて第３次では・・・

【健康】圏域住民の心と体の健康

【未来のヒトづくり】今後の圏域を担う未来のヒトづくり

【公共交通】住民が生活するために必要な移動手段

【防災】いつ発生してもおかしくない大規模自然災害への対応

【外国人定住】圏域経済の活性化に働き手として必要不可欠な

外国人住民

効 果

①足腰となる土台作りを実施し、今後の取組

を支える基盤が構築された

②圏域職員同士の交流が深まり、地域間の

連携が強化された

課 題

①圏域内で共有すべき課題に対して認識

の統一が十分に図られていない

②移住定住、人口減少対策に関する具体

的な取り組みが不足している

第３次
共生ビジョン

令和３年度

～令和７年度

第４次
共生ビジョン

令和８年度

～令和12年度

第３次共生ビジョンでは、今後の圏域を支える足腰

となる土台部分の構築を重点的に取り組みました。こ

の土台づくりにおいては、重要な視点として５つの重点

分野を設定し、それぞれの分野に具体的なテーマを掲

げることで、事業を展開しました。

また、第１次および第２次共生ビジョンで実施してき

た事業の効果検証を行うことで、その成果をふまえつつ

内容の見直しを行い、第３次共生ビジョンで描く将来

像の実現に向けて事業を推進しました。

第４次共生ビジョンでは、これまでに築いてきた土台を基礎に、より充実した事

業を展開することで、住民一人ひとりが「住み続けたい、住んでみたい」と思える

まちの実現をめざします。将来生じる変化や課題などにも対応し、持続可能なまち

づくりを推進するため、事業推進に係る３つの視点として「未来を担う人材の育

成」「デジタル技術の活用」「資源の共同活用」を設定し、事業を推進していきま

す。将来像の実現にむけて、毎年度事業内容を見直し、改善することで、圏域の課

題に柔軟に対応し、より効果的な取組を推進していきます。

【5つの重点分野】

第3次共生ビジョンでは、次の５つを重点分野に設定し

ました。
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将来、みのかも定住自立圏では、

○美濃加茂市と加茂郡町村のそれぞれがもつ「人」、「産業」、「文化」、「歴史」、

「自然」など、ここにしかないさまざまな資源を守り、育み、それらを織りなすこと

で、圏域の魅力がさらに向上しています。

○若者たちがここで暮らし、夢や希望を叶え、地域に根を下ろして、そして地域の担

い手として活躍しています。

○ヒト、モノ、サービスを圏域内で循環させることにより、経済的に自立した力強い

地域、圏域が形成されています。

○多様性を尊重し、一人ひとりがお互いを理解し、認め合うことができる社会になっ

ています。

みのかも定住自立圏の圏域を構成する市町村がそれぞれの役割を担い、「未来を担

う人材の育成」、「デジタル技術の活用」、「資源の共同活用」を通じて、上記の４

つを実現することで、「住み続けたい、住んでみたいまち」と思える圏域をつくって

いきます。
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    出所:2025年実績値「岐阜県人口動態統計調査数値（令和7年4月1日現在）
  2030年～2040年人口の将来展望数値「各市町村人口ビジョン」  

圏域の人口推移と将来における人口ビジョン数値の推移

出所:2010年、2015年、2020年実績値「令和2年国勢調査」                  

みのかも定住自立圏では、圏域全体で、「住み続けたい、住んでみたいまち」の実現

に向けて、第4次共生ビジョンに位置づける事業を推進するとともに、各市町村がそれ

ぞれの特色を活かし必要に応じた事業を実施することで、人口流出の抑制や流入人口の

増加を期待し、各市町村が掲げる人口ビジョンの達成をめざします。
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若年層の人口流出が進む中、地域を守り育てていくためには、地域

の未来を担う人材の育成が必要です。

住民一人ひとりが、地域で抱える課題を自分自身の課題として捉え、

地域全体で課題に取り組む意識を高めていくことが重要です。

圏域に住む住民が、地域に愛着と誇りをもち、地域と関わり続けた

いと思えるような環境を整えることで、地域全体の活性化を図り、若

者をはじめとした住民が将来にわたって住み続けたい、住んでみたい

と思うまち、住民の思いを実現できるまちをめざします。

生産年齢人口の減少が見込まれる中、人材確保が困難になり職員数

の減少が想定されるなど、行政運営上の課題が深刻化しています。ま

た、変化する社会情勢や多様化する住民ニーズに対応していくことも

求められています。

このような現状をふまえ、将来にわたって持続可能な住民サービス

を提供するために「デジタル技術の活用」を事業に手段として取り入

れることが重要です。

デジタル技術を活用することで、限られた人員の中でも住民サービ

スを維持、向上させることをめざします。これにより、地域住民の満

足度を向上させ、「住み続けたい、住んでみたいまち」の実現をめざ

します。

「住み続けたい、住んでみたいまち」

そんな圏域を実現するためには、美濃加茂市と加茂郡の町村に暮らす人々、そして

関わりのある人々が、まちに愛着をもち、誇りを感じられることが大切です。

ここには、自分の思いや夢を形にできる場所があると思うことができるまちを、圏

域全体で力をあわせてつくっていきたいと考えています。

そして、この地域が誇る豊かな自然、⾧い時間をかけて育まれてきた歴史や文化、

かけがえのない地域資源を未来へつないでいくことができるよう、「未来を担う人材

の育成」「デジタル技術の活用」「資源の共同活用」の３つの視点をもって事業を推

進していきます。

人口減少や少子高齢化が進行する中、自治体がもつ人材や財源、

施設、設備などといった資源には限りがあります。また、職員数の

減少が予測される中、従来の方法で公共サービスを維持することが

困難になるなど、多くの課題が顕在化しています。

このような状況に対応するためには、圏域市町村が連携し、資源

を共同で活用する視点が重要です。資源を最大限効果的に活用する

ことで、効率的な行政サービスの提供をめざします。
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■圏域の課題とその関連データ

 

若年層転入状況

圏域合計 3,649人

89人

44人

42人

19人

76人

8人

21人

16人

24人

41人

17人
11人

12人

90人

106人

114人

147人

1,238人

142人

318人

806人

196人

51人

21人

17人

15人

29人

113人

79人

118人

134人

63人

178人

43人
47人

63人

174人

90人211人

901人

202人

1,171人

93人

54人

77人

116人73人

160人

東白川村

48人

白川町

102人

八百津町

155人

七宗町

40人

川辺町

367人

美濃加茂市

2,362人

坂祝町

427人

富加町

148人

白川町

310人

東白川村

61人

八百津町

375人

七宗町

153人

川辺町

475人

美濃加茂市

2,274人

坂祝町

349人

富加町

224人

若年層転出状況

圏域合計 4,221人

出所:令和２年国勢調査

圏内（圏域外）

定住圏域

県外

出所:令和２年国勢調査

圏内（圏域外）

定住圏域

県外

若年層（20歳～34歳）の転入転出状況をみると、圏域全体で転出超過となって

おり、若者が圏域外へ転出していることが分かります。特に20歳～24歳の層で大

幅な転出超過が見られ、地域の未来の担い手となり得る若者が圏域外へ転出して

いることが圏域共通の課題となっています。
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 出所:各市町村公共施設等総合管理計画

 出所:令和５年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査

  ※美濃加茂市は令和５年度に採用試験方式を変更   

     ※令和５年度七宗町は受験者数０          

 圏域内の主な公共施設数

採用者一人あたりの受験者数（受験者数/採用者数）をみると、圏域市町村ごとの推移

は年度によって変動がみられるものの、岐阜県内の市町村全体では概ね減少傾向が続いて

います。また、今後、生産年齢人口の減少が進行する中で、自治体が必要とする人材の確

保が今後、さらに困難になることが予測されます。

圏域の主な公共施設をみると、それぞれの施設は住民に必要なサービスを提供してい

ますが、今後、老朽化が重なることで、大規模改修や建て替えを同時期に進める必要が

生じることが予測されます。そのため、単独の市町村では維持管理や更新が困難になる

可能性があります。
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1
圏域でデジタルに対する理解及び活用度を向上させるため、LINE公式アカウン
トを活用したスマホ市役所に関する知見を圏域全体で共有する。

2
広義の地域通貨である地域ポイント等について調査研究することで広域導入の可
能性を検討する。

3
疾病の早期発見のため、圏域内の児童生徒が同水準の検査を受診することができ
る環境を構築する。

4
圏域内の歯科医療機関で健診実施体制を整備し、受診しやすい健診体制とするこ
とで将来的な定期受診へつなげる。

5
圏域の医療体制維持のため、加茂地域内での就職を目指す看護師志望の学生への
支援として、修学資金の貸付を行う。

6 圏域の医療・保健・福祉の専門家からなる認定審査会での審査判定を行う。

7
里山の暮らしや文化を聞き書きや体験型コンテンツ、WEBでの情報発信等を通じ
て伝え、人材の発掘や育成を行う。

8
各市町村で運行しているコミュニティバスなどの公共交通の維持・確保と圏域内
公共交通の連携を図る。

９
圏域の防災力向上のため、圏域住民の防災意識の向上、災害に対応できる職員の
技術向上の体制を整備する。

10
生活に必要な行政情報の翻訳、窓口での通訳体制を整えると共に、地域でのコ
ミュニケーションを円滑にするために基礎的な日本語習得の機会を提供する。

11
圏域外国人を対象とした生活支援・日本語学習支援や、外国人児童生徒に対する
就学支援を行う。

12
侵入竹林を伐採、広葉樹を植樹するなど、里山林を整備し、人と自然の共存を学
ぶ交流となる場を整備する。

13
雄大な木曽川と歴史ある中山道をフィールドとしてにぎわいのあるまちづくりを
行う。

14
圏域の自然環境を保全するため、環境フェアの共同開催や圏域内の自然環境調査
を行う。

15
災害時に情報を入手できる手段の一つとして、コミュニティＦＭを日常的に利用
できる環境の整備、自治体情報番組の企画運営を行う。

16
定住自立圏の住民等へ圏域の魅力を伝えるため、映像を使用した地域の情報を制
作し、SNSと連携して発信する。

17 加茂医師会、加茂歯科医師会と連携し、休日の急患患者の診療体制を強化する。

18
住民のニーズやライフスタイルに応じた子育て支援（ファミリー・サポート・セ
ンター）を広域的に推進する。

19 心身に障がいのある子どもの療育教育を連携して進める。

20 図書のシステムの一元化、共同購入等により利便性の向上等につなげる。

21
生涯にわたる学習機会の提供や学習活動の情報提供を通じた地域における学習環
境の整備を促進する。

22
圏域で消費生活相談室を共同設置し、消費者の立場に立った相談業務が行える場
を提供する。

38
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4,451 5,853 8,177 8,177 8,177 34,835 30 1

0 0 0 0 0 0 30 2

1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 9,525 31 3

33,291 38,034 41,115 43,755 47,276 203,471 31 4

10,868 21,668 32,468 37,868 37,868 140,740 32 5

46,623 46,623 46,623 46,623 46,623 233,115 32 6

4,726 5,500 5,700 6,000 6,200 28,126 33 7

12,444 7,044 7,044 7,044 7,044 40,620 33 8

3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 15,775 34 9

4,037 4,037 4,037 4,037 4,037 20,185 34 10

38,744 38,744 38,744 38,744 38,744 193,720 35 11

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 35 12

17,460 9,080 9,080 9,080 9,080 53,780 36 13

4,649 4,844 5,144 6,444 4,344 25,425 36 14

6,128 6,528 6,032 6,432 6,832 31,952 37 15

39,344 39,344 41,344 41,344 41,344 202,720 37 16

7,523 7,523 7,523 7,523 7,523 37,615 38 17

10,837 10,900 11,000 11,100 11,200 55,037 38 18

850 850 850 850 850 4,250 39 19

5,114 5,114 5,114 17,869 5,114 38,325 39 20

2,423 2,514 2,605 2,696 2,787 13,025 40 21

10,310 10,310 10,379 10,310 10,379 51,688 40 22

289,882 294,570 313,039 335,956 325,482 1,558,929
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（ウ）資源制約に対応するための圏域マネジメント等
  (c) 圏域内市町村の職員等の交流
  (c) 圏域内市町村の職員等の交流

34,835 4,451 5,853 8,177 8,177 8,177

2 3 6 6 6

（ウ）資源制約に対応するための圏域マネジメント等
  (c) 圏域内市町村の職員等の交流
  (c) 圏域内市町村の職員等の交流

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

定例会を開催し圏域におけるデジタルへの理解を深め、LINE公式アカウン
トを活用したスマホ市役所の促進を図ることで圏域全体のデジタル化を推
進する。

共通のデジタル施策を進めることで、圏域全体のデジタル・
DX施策の底上げが見込める。さらに住民に対しても、共通の
デジタルサービスを届けることで、圏域全体で共通のサービ
スが利用可能になる。

LINE公式アカウントを活用したスマホ市役所の圏域展開
共通するツールを用いた施策の定例会開催

事業企画運営
事業企画運営、事務局 事業企画運営

事業企画運営 事業企画運営
事業企画運営

スマホ市役所導入自治体

共通地域ポイント及び代替的な経済交換システムへの知見を
深化することができる。また、将来的に地域ポイントの経済
の地域内循環への利用やデジタル商品券へ発展する可能性が
ある。

広義の地域通貨である地域ポイント等について調査研究することで広域導
入の可能性を検討する。

調査研究

調査研究 調査研究

連携会議の開催

共通地域ポイント及び代替的な経済交換システムにかかる会議開催

全体の取りまとめ・調査研究 調査研究
調査研究 調査研究

調査研究 調査研究
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（ア）生活機能の強化
（ａ）医療
（ａ）医療

9,525 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905

100 100 100 100 100

（ア）生活機能の強化
（ａ）医療
（ａ）医療

203,471 33,291 38,034 41,115 43,755 47,276

20 20 20 20 20

児童生徒の健康管理、疾病の早期発見のため、学校検尿に医師の判断を加
え、圏域内の全ての児童生徒が同水準の検査を受診することができる環境
を構築する。

疾病を早期に発見することで、治療を行うことや体に負担の
少ない生活を送ることができる。

検査機関との契約
学校検尿判定委員会の開催（夏と秋の年２回開催）

学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知 学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知
学校検尿を総括して実施。学校検尿判定委員会の開催 学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知

学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知 学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知
学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知 学校との調整。検査結果の報告。委員会の結果の通知

学校検尿判定委員会で要医療と判断された児童・生徒の医療機関受診率

歯科健診を実施し、歯と口腔への意識を高め、適切なケア・
治療、定期的に歯科健診を受診する人を増やすことができ
る。また、受診勧奨及び啓発活動を行うことで、歯科健診受
診率と口腔保健への意識を向上させる。 特に、これまでに歯
科健診を受けていない人や不定期受診者の歯科保健への関心
を高めて健診につなげることができる。

圏域内の歯科医療機関で健診実施体制を整備し、受診しやすい健診体制を
整備する。将来的な定期健診につなげるため、口腔保健と全身疾患につい
ての知識と定期健診の必要性について普及する。

健診実施体制の整備

健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布 健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布

啓発物の作成・配布講演会の実施

受診者のうち、過去１年間歯科健診未受診者の割合

健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布 健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布
健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布 健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布

健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布 健診実施体制の整備、啓発物の作成と配布
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（ア）生活機能の強化
（ａ）医療
（ａ）医療

140,740 10,868 21,668 32,468 37,868 37,868

30 60 90 120 150

（ア）生活機能の強化
（b）福祉
（b）福祉

233,115 46,623 46,623 46,623 46,623 46,623

220 220 220 220 220

将来、圏域での就職をめざす看護専門学生、看護大生に修学資金の貸付を
行う。貸付期間と同期間、定住自立圏域内の医療機関等で看護師として従
事した者については貸付金の返還を免除する。

圏域での就職を目指す看護師志望の学生への支援を行い、看
護師として定住自立圏域内の医療機関へ就職することを促進
することで、医療体制の維持を図る。

看護専門学生、看護大生に修学資金を貸付
支払った後の就業調査、返還請求

周知、選考 周知、選考
募集、選考、支払い、在勤・在学調査、返還請求 周知、選考

周知、選考 周知、選考
周知、選考 周知、選考

延べ貸付人数

介護保険法に規定する要介護認定審査及び障害者総合支援法
に規定する障害支援区分の審査判定の公平性及び効率性を確
保することができる。

圏域の医療・保健・福祉の専門家からなる認定審査会で審査判定を行う。
公正な立場で審査判定を行うとともに、広域で審査会業務を行う。

圏域での委員の選出・審査判定により効率化

審査会資料作成・運営 審査会資料作成・運営

認定審査会のオンライン化（Ｗｅｂ）

審査会開催回数（介護認定審査会＋障がい者自立支援認定審査会）

全体取りまとめ・運営主体 審査会資料作成・運営
審査会資料作成・運営 審査会資料作成・運営

認定審査会のペーパレス化（検討・準備を含む）

審査会資料作成・運営 審査会資料作成・運営
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（イ）結びつきやネットワークの強化
（e）地域内外の住民との交流・移住促進
（e）地域内外の住民との交流・移住促進

28,126 4,726 5,500 5,700 6,000 6,200

80 80 80 80 80

（イ）結びつきやネットワークの強化
（a）地域公共交通
（a）地域公共交通

40,620 12,444 7,044 7,044 7,044 7,044

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

里山体験事業

地域ごとの暮らしや文化を知り、伝えていくために、聞き書きを実施し、
情報としてストックする。同時に、里山の暮らしや文化に触れるメニュー
を掘起し、或いは作成し情報をWEBにて発信していく。また、そのメ
ニューを実施することができる人材の発掘や育成、またこの事業を運営す
る民間事業者等の育成を行っていく。

里山の歴史や暮らしを体験する機会を提供し、愛着や帰属意
識を高めることで、若者が地域に戻り支える関係を築くこと
につながる。また、世代を超えた交流を促進して地域コミュ
ニティを強化し、つながりの希薄化や担い手不足といった課
題解決につながる。圏域外の人々に里山の魅力を発信し、関
係人口や交流人口を増やすことで移住を促進し、地域社会の
持続可能な活性化を図ることができる。

高校生聞き書き
WEB事業（さとやまシューレホームページ）

全体のとりまとめ、会議運営、事業企画・運営

   事業実施、情報発信
   事業実施、情報発信事業実施、情報発信

地域と関わりを持ち続けたいと感じる人の割合

それぞれの市町村が連携を取りながら整備することで、圏域
内の移動の利便性を確保し、圏域全体の暮らしやすさが向上
する。

みのかも定住自立圏公共交通基本構想を基に、各市町村で運行しているコ
ミュニティバスなどの公共交通の維持・確保と圏域内公共交通の連携を図
る。また、通学の負担になっている交通費について、補助制度の検討及び
制度の策定をする。同時に、圏域民及び観光客が圏域の観光施設へ行きた
くなるようなモデルコースの作成及びおでかけツアーの計画を実施する。

ダイヤの見直し及び連携強化

事業実施 事業実施

高校へのアクセス強化及び運賃補助制度の策定

連携市町村年間バス利用者数

事務局、総括 事業実施
事業実施 事業実施

観光施設への公共交通アクセス強化・モデルコース作成

事業実施 事業実施
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（ア）生活機能の強化
（g）防災
（g）防災

15,775 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155

240 240 240 240 240

（イ）結びつきやネットワークの強化
（ｅ）地域内外の住民との交流・移住促進
（ｅ）地域内外の住民との交流・移住促進

20,185 4,037 4,037 4,037 4,037 4,037

380 380 380 380 380

防災備蓄品管理システムの共同利用（取組③）

地域の中心的存在となって防災活動が行える人材を育成するとともに、そ
ういった方々が活躍できる体制と機会を創出するため、防災に関わる行事
を実施する。職員の被災時対応力を向上させていくため、実務に近い内容
の職員研修を共同開催する。同一の防災備蓄品在庫管理システムを利用
し、事務・経費の軽減を図る。

圏域で連携して防災について学ぶ場を提供することにより、
地域住民の防災意識の向上、人材の育成及び活躍できる体制
を構築することができる。職員研修を共同開催することによ
り、職員のスキルアップの強化につながる。共同で防災備蓄
品管理システムを導入することで、在庫管理適正化、および
圏域における物資調達や災害時相互応援体制構築につなが
る。

防災士養成講座、防災イベントの開催（取組①）
防災に関する職員研修の開催（取組②）

防災備蓄品管理システムの取りまとめ 防災士養成講座、防災イベントの取りまとめ
事業全体の取りまとめ 防災士養成講座、防災イベントの取りまとめ

防災士養成講座、防災イベントの取りまとめ 職員研修の取りまとめ
防災備蓄品管理システムの取りまとめ 職員研修の取りまとめ

防災士資格取得者等 50人 職員研修参加者数  130人
イベントの参加者数 60人

外国人住民は、行政又は地域からの情報を正確に受け取るこ
とができ、地域での孤立感を改善することができる。また、
日本人住民とコミュニケーションを図ることができ、地域で
の社会参加がしやすくなることで、地域全体の活性化につな
がる。外国人住民に必要な情報を提供し、同時に、日本人住
民とのコミュニケーションを（日本語で）図ることで、地域
での共生（協働）につながる。

生活に必要な行政情報の翻訳、窓口でのタブレット端末による通訳体制を
整えると共に、地域でのコミュニケーションを円滑にするために基礎的な
日本語習得の機会を提供し、日本人住民に対しても「やさしい日本語」の
習得を促す。また、災害時における通訳ボランティアスタッフの養成を通
じて、災害時の情報伝達を拡充するとともに、地域のリーダー的存在の育
成につなげる。さらに、外国人住民のニーズに合った取組内容とするた
め、外国人住民から直接意見を聞く場を設ける。

行政情報の多言語化ややさしい日本語での発信

外国人住民ニーズの把握

日本語学習教室の継続・ボランティアスタッフの養成

日本語学習講座受講人数

全体の取りまとめ
外国人住民ニーズの把握

災害時通訳ボランティアの養成及び体制整備

外国人住民ニーズの把握
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（ア）生活機能の強化
（c）教育
（c）教育

193,720 38,744 38,744 38,744 38,744 38,744

90 90 90 90 90

（ア）生活機能の強化
（e）産業振興
（e）産業振興

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

24,000 23,000 22,000 21,000 20,000

外国籍児童生徒が小中学校生活に適応し、充実した日々が送れるよう、学
校生活に必要な日本語や日本の文化、学校生活の基礎について教える。

「のぞみ教室」で日本語や日本文化、学校生活の基礎を身に
つけることで、日本の学校生活にスムーズに対応でき、⾧期
的に日本の小中学校に在籍することにつながる。

のぞみ教室で日本語指導や生活指導

事業参加、協力
外国人児童生徒就学支援学級の実施 事業参加、協力

事業参加、協力
事業参加、協力

のぞみ教室に在籍した児童生徒が小学校・中学校に就学後、年度末まで在籍
した割合（帰国・転校を除く）

圏域内における里山の荒廃を防ぎ、計画的な整備と活用が継
続されることで、有害鳥獣の生息環境を減らし、農作物被害
の抑制につながる。また、整備後も地域住民の手によって維
持管理が継続される仕組みを構築することで、地域の暮らし
に根ざした里山になる。里山の活用を通じて、地域の多様な
世代が関わり合い、「愛着」や「生きがい」が生まれること
で、活動が持続可能なものになる。

放置竹林の伐採や破砕などによる里山の整備を進めるとともに、整備後の
維持管理を地域住民が担えるよう整備隊の組織化を支援する。薪づくりや
活用も含めた仕組みにより、自立的で持続可能な活動体制を構築し、地域
の生きがいや交流の場としての活用も図る。

農作物被害の抑制に向けた整備の継続

事業協力、町内森林整備、資源活用の推進、広報活動

再荒廃を防ぐ維持管理体制の構築

圏域有害鳥獣被害額

事業全体の進捗管理、広報活動、企業連携 事業協力、町内森林整備、資源活用の推進、広報活動
事業協力、町内森林整備、資源活用の推進、広報活動

地域住民の参画と担い手育成の推進

事業協力、町内森林整備、資源活用の推進、広報活動
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（ア）生活機能の強化
（e）産業振興
（e）産業振興

53,780 17,460 9,080 9,080 9,080 9,080

272,000 273,000 274,000 275,000 276,000

（ア）生活機能の強化
（f）環境
（f）環境

25,425 4,649 4,844 5,144 6,444 4,344

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

河畔空間の魅力向上のための整備や、川のある暮らしを体験できるプログ
ラムを企画・実施していく。

川の持つ楽しさや魅力を伝えつつ、川が持つ危険性や万が一
危険な状況が起こった場合の対処法を地域の方に分かりやす
く伝えることで、事故の啓発を行うとともに、川のある暮ら
しを未来に継承していく人と人の繋がりが生まれる。

環境整備
自然体験プログラムの開催

事業の協力、環境整備、自然体験プログラムの企画
環境整備、自然体験プログラムの企画

堤防道路の利用人数

圏域の人々が生物多様性への理解を深め、生物多様性や環境
保全の重要性について幅広く周知され、豊かな自然を守る活
動につながるきっかけを作る。また、圏域外からは、圏域の
豊かな自然に魅力を感じ、圏域に来訪する人が増加する。

「生物多様性加茂プラン」に基づき、環境フェアや学習会などを開催し、
生物多様性について圏域内外に情報を浸透させる機会を設ける。生物多様
性を保全するため、現在の加茂地域の自然環境の現状を調査し、評価す
る。

環境フェアの開催、学習会の実施

事業企画運営 事業企画運営

生物多様性に関する子ども版パンフ・概要版改訂・配布

圏域住民の関心度
※環境フェア及び学習会の圏域住民の参加者数

事業企画運営、事務局 事業企画運営
事業企画運営 事業企画運営

自然環境基礎調査の継続及びデータ更改

事業企画運営 事業企画運営
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（ア）生活機能の強化
（g）防災
（g）防災

31,952 6,128 6,528 6,032 6,432 6,832

20 20 20 20 20

（イ）結びつきやネットワークの強化
（ｂ）デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備

（ｂ）デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備

202,720 39,344 39,344 41,344 41,344 41,344

5 7 10 15 17

防災情報をプッシュ通知で受け取れる自治体の増加

圏域を放送エリアとしており、災害時に情報を入手する手段の一つとし
て、地域情報発信媒体であるコミュニティFMを日常的に利用できる環境を
整備する。圏域内の情報格差を無くすため、コミュニティFM局で圏域内の
情報に特化した番組制作を行い、圏域内の情報を積極的に発信する。

災害時に圏域内の被害状況や避難情報などの情報共有を図る
ことができるようになる。また、地域に密着するコミュニ
ティFMの特性を活用し、地域の魅力発信につながる情報を市
町村側から発信することで、日常的に使われる圏域内情報の
収集方法の一つとして選択されるようになる。

各自治体の情報を発信するラジオ番組の企画・制作・発信
定住自立圏の番組（共同番組）のラジオ番組の企画・制作・発信

事業企画運営 事業企画運営
事業企画運営、事務局 事業企画運営

事業企画運営 事業企画運営
事業企画運営 事業企画運営

コミュニティFMを利用する人の割合

地域の魅力や行政から住民などへ伝えるべき情報を圏域で協
力して発信することで、圏域住民等が定住自立圏内の情報を
日常的に受け取ることができる。

映像を使った地域の情報を制作することとあわせ、各市町村が運用する
SNSと連携して発信することで、あらゆる方面から定住自立圏の住民等へ
圏域の魅力が伝えられるようにする。

各自治体行政情報番組の制作・配信

事業企画運営

制作した映像を各自治体が運用する各種SNSで配信

行政情報をSNS（LINE,X,Instagram,YouTube）で入手する人の割合の平均
（％）

事業企画運営、事務局
事業企画運営

定住自立圏域のPRにつながる番組、動画制作

事業企画運営
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（ア）生活機能の強化
（ａ）医療
（ａ）医療

37,615 7,523 7,523 7,523 7,523 7,523

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

（ア）生活機能の強化
（b）福祉
（b）福祉

55,037 10,837 10,900 11,000 11,100 11,200

1,350 1,370 1,390 1,410 1,430

加茂医師会、加茂歯科医師会との連携のもと、日曜・祝日及び年末年始に
当番医による休日診療を行う。

休日の急な病気に対応してくれるクリニックがあることで、
住民が安心して過ごせる環境が整う。休日診療の周知をする
と共に正しい医療機関へのかかり方を啓発することで、医療
人材の負担が軽減される。

歯科及び内科当番医による休日診療
住民に向けて周知

住民への周知 住民への周知
加茂医師会、加茂歯科医師会との調整、住民への周知 住民への周知

住民への周知 住民への周知
住民への周知 住民への周知

太田病院、中部国際医療センターの救急利用者数
（救急車+ウォークイン）

各家庭の事情に合わせた柔軟な育児支援をすることで、安心
して働くことができる環境を整え、子育て中の保護者の負担
を軽減することができる。

一時預かり事業や保育施設等では対応できないケースについて、子育てを
手伝ってほしい人と、子育ての手伝いをしたい人たちのマッチングによる
支援体制を組むことで、子育てしやすいまちづくりを進める。会員や子育
てに関心のある人を対象に子育て支援研修を実施することで、提携市町全
体の支援の質の向上を図り、子育ての共助体制を作る。

事務局による利用会員とサポート会員のマッチング

事業参加、協力、広報

会員募集・研修・支援マッチング等の業務

ファミサポ利用件数

事業実施、広報 事業参加、協力、広報
事業参加、協力、広報

周知

事業参加、協力、広報
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（ア）生活機能の強化
（b）福祉
（b）福祉

4,250 850 850 850 850 850

85 85 85 85 85

（ア）生活機能の強化
（c）教育
（c）教育

38,325 5,114 5,114 5,114 17,869 5,114

16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

療育関係職員の合同研修会の開催

定住自立圏圏域にある発達支援センター及び各教室全体の療育の質を高め
るため、圏域の療育者及び関係者が合同で研修を行う。

療育施設職員の技能や知識を向上させることで、支援を必要
としている乳幼児に対して質の高い療育を提供し、その子ど
もが持つ可能性や能力を最大限に引き出すことができる。支
援を必要とする児に関わる関係機関の職員が、発達障がいな
どへの理解を深め、適切な支援を行うことで、一人ひとりの
学びや社会適応を促すことができる。

人材育成のための研修会の開催
専門職の共同派遣依頼

合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施 合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施
各町村連絡調整事務、企画運営 合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施

合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施 合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施
合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施 合同研修参加・人材育成研修実施・専門職支援実施

各市町村保護者アンケート結果  療育内容満足度８５％以上

図書館資料を共同運用することで、より幅広いジャンルの選
書を行い、図書館利用者の多様化する読書欲求に応えること
ができる。また、迅速で利便性のあるサービスを提供でき、
図書館をより身近に感じてもらうことにつながる。子どもの
頃から読書に親しむことができるよう、またあらゆる人が読
書の楽しみを味わえるよう、より多くの機会を提供すること
につながる。

利用者がより身近に図書館を利用できる環境を整備するために、美濃加茂
市立図書館・坂祝町中央公民館図書室が、図書資料及び図書館機器等、図
書館運営の全般を共同運用する。

幅広いジャンルで選書を行い、蔵書を充実させる
イベントを開催し、相互利用についてPRする

貸出冊数（冊）
※美濃加茂市で坂祝町民が借りた冊数＋坂祝町で美濃加茂市民が借りた冊数（個人利用）

システムの運営・管理、イベントの開催
事業参加、協力

定期的なシステム機器の更新
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（ア）生活機能の強化
（c）教育
（c）教育

13,025 2,423 2,514 2,605 2,696 2,787

260 270 280 290 300

（ア）生活機能の強化
（h）その他
（h）消費生活

51,688 10,310 10,310 10,379 10,310 10,379

95 95 95 95 95

より多くの圏域住民に生涯学習の機会が提供できるよう住民企画講座開講
を計画する。開講した講座の受講者数と受講者アンケートにより満足度を
検証し、圏域住民のニーズや現代の課題に合った講座の開講につなげる。

住民のニーズに対応した住民企画講座の開講数を上昇させる
ことで、多様な学習機会を圏域住民に提供することができ
る。生涯学習活動の促進により、魅力的な人づくり地域づく
りにつながる。

講座の開講
アンケート調査を実施

講座の募集、講座の取りまとめ 講座の募集、講座の取りまとめ
全体の取りまとめ 講座の募集、講座の取りまとめ

講座の募集、講座の取りまとめ 講座の募集、講座の取りまとめ
講座の募集、講座の取りまとめ 講座の募集、講座の取りまとめ

講座の開講数

トラブル予防の啓発や情報提供によって、圏域住民がトラブ
ル自体に巻き込まれないようにすることにつながる。自身で
対応困難なトラブルが発生した際には消費生活センターが相
談窓口となることを住民が把握し、相談することで、トラブ
ルを解決することができる。

消費生活センターを常設し、専門的知識を有する消費生活相談員を複数名
配置する。また、資質向上のための研修を継続的に受講するなど、多種多
様な相談に対する迅速かつ的確な対応を継続して実施し、消費者被害の未
然防止のための情報提供及び啓発活動を実施する（相談先の周知を含
む。）。

消費生活センターの設置

事業参加、情報共有、啓発活動協力

情報提供及び啓発活動の実施

消費者被害救済件数割合

消費生活センター設置、運営
事業参加、情報共有、啓発活動協力

消費生活相談員の資質向上

事業参加、情報共有、啓発活動協力
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■みのかも定住自立圏の経過
１ 総務省定住自立圏構想

２ 中心市宣言

３ 定住自立圏形成協定

 平成２１年１０月２６日 美濃加茂市と坂祝町と締結
 平成２２年 ９月３０日 美濃加茂市と川辺町と締結
 平成２３年 ３月２８日 美濃加茂市と富加町及び七宗町と締結
 平成２３年 ９月２９日 美濃加茂市と白川町と締結
 平成２３年１２月２２日 美濃加茂市と八百津町及び東白川村と締結

４ みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定

 みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定の経緯は次のとおりです。

 平成２２年 ５月１０日 みのかも定住自立圏（第１次）共生ビジョン策定（坂祝町参加）
 平成２３年 ５月２３日 第１回変更（川辺町参加）
 平成２３年１１月 １日 第２回変更（富加町・七宗町参加）
 平成２４年 ４月 ２日 第３回変更（白川町・八百津町・東白川村参加）
 平成２５年 ４月２４日 第４回変更
 平成２６年 ４月 １日 第５回変更

 今後、総人口の減少及び少子化・高齢化の進行が見込まれています。今後は、三大都市圏
でも人口減少が見込まれますが、特に地方においては、大幅な人口減少と急速な少子化・高
齢化が見込まれています。このような状況を踏まえ、地方圏において安心して暮らせる地域
を各地に形成し、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止めるとともに、三大都市圏の
住民にもそれぞれのライフステージやライフスタイルに応じた居住の選択肢を提供し、地方
圏への人の流れを創出することが求められています。

 一定の要件を満たす「中心市」が「中心市宣言」により圏域の中心的な役割を担う意思を
表明します。美濃加茂市は、平成２１年３月２４日に行いました。

 住民生活等において密接な関係となる周辺の町村との間で、議会の議決を経た後に、１対
１で「定住自立圏形成協定」を締結しました。協定の締結の経緯は次のとおりです。なお、
ビジョンの変更にあわせ、必要に応じて協定内容も変更しております。

 美濃加茂市は、共生ビジョン懇談会での検討を経て、連携町村との協議の上、「（第１
次）共生ビジョン」を策定しました。
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５ みのかも定住自立圏第２次共生ビジョン策定
 平成２７年 ４月 １日 みのかも定住自立圏第２次共生ビジョン策定
 平成２７年１０月 １日 第１回変更
 平成２８年 ４月 １日 第２回変更
 平成２９年 ４月 １日 第３回変更
 平成３０年 ４月 １日 第４回変更
 平成３１年 ４月 １日 第５回変更
 令和 ２年 ４月 １日 第６回変更
 令和 ３年 ４月 １日 第７回変更

6 みのかも定住自立圏第３次共生ビジョン策定
 令和 ３年 ４月 １日 みのかも定住自立圏第３次共生ビジョン策定
 令和 ４年 ７月 １日 第１回変更
 令和 ５年 ７月 １日 第２回変更
 令和 ６年 ７月 １日 第３回変更
 令和 ７年 ４月 １日 第４回変更
 令和 ７年 ６月 １日 第５回変更

７ みのかも定住自立圏第４次共生ビジョン策定
 令和 ８年 ４月 １日 みのかも定住自立圏第４次共生ビジョン策定
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